
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８横第３７号 

事故等名 モーターボートベル乗揚 

発生年月日 平成２０年９月１１日 １２時３０分ごろ 

発生場所 明治百年記念展望台から真方位２８４°１,５００ｍ 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２０年１０月１４日 横浜･地方事故調査官が船長に損傷状況等について

電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

モーターボートベル ５トン未満（８.３メートル） 

２３２－３０９８０ 

個人所有 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

 

 

乗組員等に関する情報 船長 二級小型船舶操縦士 

 

負傷者 負傷者 なし 

  

損傷 推進器プロペラブレード損傷 

  

事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗船して、定係地である浦安マリーナから第一海堡向けて航行

し、上記発生場所付近にて錨泊場所を選定中、平成２０年９月１１日１２時３０分ごろ、第一

海堡北側の浅瀬に乗り揚げた。 

当時の天候曇、風力３の北北東風、潮候上げ潮のほぼ中央期であった。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

判明した事項の解析

なし 

あり 

なし 

本船は、水路調査を十分に行わなかった可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が水路調査を十分に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生

した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




